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年
間
出
生
数
は
3
0
0

人
を
割
り
、
人
口
減
少
は
非
常

事
態
と
の
認
識
は
あ
る
の
か
。

 

当
分
の
間
減
少
が
続
く

現
実
を
直
視
し
、
是
正
す
る
必

要
が
あ
る
。

 

出
生
数
が
2
0
1
6

年
は
3
5
6
人
、
昨
年
は

2
9
5
人
と
激
減
し
た
分
析

を
し
て
い
る
か
。

子
ど
も
若
者
課
長 

分
析
し
て
い

な
い
。 

で
は
な
ぜ
突
然
フ
ァ
ミ

リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
を
廃

止
し
た
の
か
。
会
員
数
は
年
々

増
え
て
い
る
。予
算
が
問
題
か
。

 

予
算
で
は
な
く
利
用
者

数
の
減
少
が
理
由
で
あ
る
。

 

障
害
者
手
帳
を
持
つ
市

民
は
13
人
に
１
人
で
、
将
来
の

自
分
の
生
活
が
分
か
ら
な
い
、

と
い
う
方
は
2
0
0
人
以
上

だ
。
地
域
福
祉
は
補
助
金
で
は

な
く
負
担
金
に
す
べ
き
で
は
。

市
民
福
祉
部
長 

協
議
し
て
検
討

す
る
。 

教
育
委
員
会
も
い
じ

め
、
不
登
校
対
策
に
つ
い
て
述

べ
ず
、一
方
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
は
す
る
、

効
率
化
、
技
術
的
な
こ
と
を
、

と
冷
た
い
。
こ
れ
が
教
育
か
。

教
育
長 

法
律
に
則
り
教
育
委

員
会
の
点
検
評
価
を
数
値
等
で

分
析
し
、
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
を
回
す
ス

タ
ン
ス
で
臨
ん
で
い
る
。

 

市
が
採
用
し
た
教
育
出

版
社
の
道
徳
教
科
書
に
つ
い

て
。
現
職
の
政
治
家
が
載
っ
て

い
る
も
の
は
ふ
さ
わ
し
く
な

い
、
と
12
月
議
会
で
指
摘
し

た
。
今
首
相
は
国
会
で
大
問
題

に
な
っ
て
い
る
が
ど
う
理
解
し

て
い
る
か
。

教
育
長 

文
科
省
の
検
定
が
済

ん
で
い
る
中
で
選
定
し
た
。

 

市
長
は
不
祥
事
を
個
人

の
モ
ラ
ル
の
問
題
と
し
て
い
る

が
、
組
織
と
し
て
自
己
啓
発
系

の
研
修
を
す
べ
き
で
は
。

 

内
部
で
工
夫
を
凝
ら
し

な
が
ら
職
員
の
意
識
づ
け
を
す

る
し
か
な
い
。
庁
内
全
体
へ
徹

底
し
て
厳
し
く
言
っ
て
い
る
。

 

先
般
、
教
育
長
が
議
員

に
説
明
し
た
内
容
と
社
会
教
育

委
員
会
が
ま
と
め
た
意
見
具
申

の
内
容
が
違
う
よ
う
だ
。
議
会

で
明
ら
か
に
し
て
ほ
し
い
。

教
育
長 

提
出
し
て
い
い
か
確

認
す
る
。

 

も
し
内
容
が
違
っ
て
い

た
ら
ど
う
す
る
か
。

 

コ
メ
ン
ト
で
き
な
い
。

 

厳
し
い
態
度
を
見
せ
て

も
ら
え
る
か
。

 

冷
静
に
客
観
的
に
見
さ

せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

 

ジ
オ
パ
ー
ク
は
条
件
付

き
再
認
定
だ
。
世
界
農
業
遺
産

と
文
化
遺
産
の
関
係
等
を
半
年

で
課
題
解
決
で
き
る
か
。
世
界

遺
産
登
録
は
現
実
的
か
ど
う
か

も
議
論
が
必
要
で
は
な
い
か
。

 

役
所
内
で
横
断
的
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
を
組
む
予
定
。

 

空
港
建
設
に
市
長
の
本

気
度
が
問
わ
れ
て
い
る
が
。

 

知
事
に
用
地
買
収
に
一

緒
に
取
組
ん
で
ほ
し
い
と
言
っ

て
い
る
。

 

県
に
本
気
度
が
な
い
。

佐
渡
市
が
国
に
空
港
建
設
を
申

請
し
て
は
ど
う
か
。

 

財
源
の
問
題
も
あ
り
、

簡
単
に
は
判
断
で
き
な
い
。

 

佐
渡
汽
船
が
三
航
路
を

維
持
す
る
損
益
分
岐
点
は
。

 

13
万
人
程
度
の
上
乗
せ

が
必
要
で
あ
る
。

 

７
万
人
の
誘
客
が
必
要

と
い
う
こ
と
だ
が
、
７
万
人
の

誘
客
大
作
戦
を
や
ら
な
い
か
。

 

佐
渡
汽
船
と
誘
客
に
工

夫
を
凝
ら
し
て
い
き
た
い
。

 

７
万
人
誘
客
は
佐
渡
の

経
済
対
策
で
も
あ
る
。
私
は
７

万
人
誘
客
の
秘
策
を
持
っ
て
い

る
。
市
長
は
策
を
持
っ
て
い
る

か
。 

持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。

 

市
は
、
佐
渡
汽
船
に

1
0
0
億
円
を
超
え
る
補
助

金
を
出
し
て
お
り
、
補
助
金
の

使
途
に
つ
い
て
監
査
が
で
き
る

か
。

猪
股
監
査
委
員 
特
定
の
事
業
に

補
助
金
を
交
付
し
て
い
る
場
合
、

監
査
で
き
る
。

 

伊
藤
副
市
長
が
佐
渡
汽

船
の
取
締
役
に
就
任
、
経
営
責

任
は
伴
わ
な
い
の
か
。

 

取
締
役
に
名
前
を
連
ね

る
の
だ
か
ら
、
ゼ
ロ
で
は
な
い

が
社
外
取
締
役
と
し
て
考
え
て

い
る
。 

佐
渡
汽
船
の
取
締
役
が

片
手
間
で
で
き
る
仕
事
と
思
っ

て
い
る
の
か
。

 

非
常
勤
で
月
１
回
の
出

席
で
十
分
可
能
と
判
断
し
て
い

る
。 

今
佐
渡
市
は
不
祥
事
だ

ら
け
、
自
分
の
組
織
さ
え
管
理

で
き
な
い
者
が
補
助
金
を
受
け

る
会
社
の
役
員
を
引
き
受
け
る

立
場
か
。

 

不
祥
事
の
問
題
と
全
く

別
の
問
題
と
考
え
て
い
る
。

 

甚
だ
甘
過
ぎ
る
。
両
方

と
も
片
手
間
で
で
き
る
仕
事
で

は
な
い
。
専
属
で
行
っ
て
も

ら
っ
た
ら
ど
う
か
。
組
織
が
ガ

タ
ガ
タ
な
の
に
、
よ
そ
に
役
員

を
出
す
と
い
う
こ
と
は
言
語
道

断
。
こ
う
い
う
の
を
片
腹
痛
い

と
言
う
の
だ
。
見
解
は
。

 
そ
の
様
な
意
見
が
あ
る

と
い
う
こ
と
を
肝
に
銘
じ
て
お

く
。 

昨
年
９
月
に
市
長
に
は

伝
え
て
あ
る
が
、
佐
渡
汽
船
の

小
川
社
長
が
週
１
回
し
か
会
社

に
出
て
い
な
い
。
経
営
姿
勢
に

問
題
は
な
い
か
。

 

県
と
は
協
議
し
て
い
な

い
が
、
週
１
回
で
は
な
い
と
確

認
し
て
い
る
。

一
　
般
　
質
　
問

一
　
般
　
質
　
問

弱
者
切
り
捨
て
行
政
方
針
は

　
　
　
　
　

改
善
す
べ
き
で
あ
る

荒
井
　
眞
理
　
議
員

離
島
交
通
の
確
保
は
島
民
の
生
命
線

祝
　
　
優
雄
　
議
員
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合
併
特
例
債
５
年
延
長

が
現
実
的
な
状
況
下
で
７
億
円

の
本
庁
舎
改
修
事
業
が
提
案
さ

れ
て
い
る
。
現
本
庁
舎
を
今
後

33
年
間
使
う
方
針
だ
が
、
10
年

以
内
に
必
ず
同
額
か
そ
れ
以
上

の
改
修
費
が
必
要
に
な
る
。
合

特
債
を
活
用
す
れ
ば
７
億
円
で

23
億
円
、
９
億
円
で
当
初
計
画

の
30
億
円
の
庁
舎
建
設
が
可
能

で
、
30
年
間
は
改
修
費
を
か
け

ず
維
持
で
き
る
。
古
屋
の
造
作

に
巨
費
を
使
わ
ず
、
新
庁
舎
を

建
設
し
市
民
の
血
税
を
倹
約
す

べ
き
で
は
な
い
か
。

 

新
庁
舎
建
設
の
30
億
円

は
ア
ミ
ュ
ー
ズ
メ
ン
ト
佐
渡
の

耐
震
補
強
等
に
使
う
計
画
で
あ

り
、
合
特
債
で
本
庁
舎
建
設
を

実
施
す
る
と
そ
れ
ら
が
単
費
に

変
わ
る
の
で
庁
舎
建
設
に
踏
み

切
る
考
え
は
な
い
。

 

現
在
、
議
会
・
上
下
水

道
課
等
の
本
庁
機
能
を
外
に
分

散
さ
せ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も

現
本
庁
舎
の
会
議
室
は
国
基
準

の
27
％
、
執
務
室
は
73
％
の
ス

ペ
ー
ス
し
か
な
い
。
職
員
は
物

で
は
な
い
の
で
詰
め
込
め
ば
良

い
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
合

特
債
を
他
に
使
う
の
で
同
じ
事

と
い
う
理
論
に
は
な
ら
な
い
。

三
浦
市
政
下
で
の
職
員
の
不
祥

事
の
発
生
頻
度
は
過
去
最
悪

で
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
本
庁
舎

以
外
で
起
き
て
い
る
。
議
会
も

三
役
も
居
な
い
の
で
緊
張
感
が

な
い
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
先

般
の
断
水
事
故
が
未
曾
有
の
大

災
害
に
な
っ
た
要
因
は
、
本
庁

舎
内
の
対
策
本
部
に
所
管
の
上

下
水
道
課
が
不
在
だ
っ
た
た
め

の
人
災
で
は
な
い
か
。

 

不
祥
事
や
漏
水
ト
ラ
ブ

ル
に
つ
い
て
は
、
本
庁
舎
と
離

れ
て
い
る
事
が
原
因
の
全
て
と

は
思
っ
て
い
な
い
。

 

施
政
方
針
で
述
べ
て
い

る
農
業
機
械
の
大
型
化
支
援

や
、
土
地
改
良
区
事
業
の
支
援

に
つ
い
て
、
従
前
の
10
％
の
市

の
補
助
率
を
、
新
年
度
は
な
ぜ

５
％
に
削
減
す
る
の
か
。

農
林
水
産
課
長 

市
は
こ
れ
ま
で

10
％
で
進
め
て
き
た
が
、
今
回

は
ゼ
ロ
に
す
る
基
準
の
見
直
し

が
さ
れ
た
。
平
成
30
年
度
は
激

変
緩
和
策
と
し
て
５
％
に
し
た
。

 

な
ぜ
、
他
市
の
よ
う
に

農
水
省
の
指
針
に
沿
っ
た
補
助

率
に
し
な
い
の
か
。
新
年
度
予

算
で
は
、
基
幹
産
業
等
を
大
幅

削
減
し
て
い
る
が
人
口
減
少
が

加
速
す
る
の
で
は
な
い
か
。

藤
木
副
市
長 

集
中
と
選
択
の
議

論
を
重
ね
た
上
で
、
上
乗
せ
補

助
を
し
な
い
方
針
と
し
た
。

 

副
市
長
人
件
費
１
人
１

千
3
3
0
万
円
や
部
長
管
理

職
手
当
等
、
自
ら
身
を
切
っ
て

か
ら
市
民
に
負
担
を
強
い
る
べ

き
で
な
い
か
。

 

今
回
は
５
％
で
進
め
る
。

副
市
長
２
人
制
と
部
制
は
現
状

の
体
制
で
続
け
る
。

◆議会基本条例に関すること
　議会基本条例は、地方自治の原則である二元代表制の一翼の使命
を明確にするものである。議会の使命とは何か、市民は議会に対してどのように意見や要望を伝
え、それに対して議会はどのように対応するのか、執行部からの政策提案を議会でどのように審
議して議決するのか、市民と議会が直接対話をする場を必ず設けること、執行部に議員に対する
反問を認め、緊張感を持った活発な議論を行うなど、より開かれた議会を目指さなければならな
い。
　本委員会においては、すでに議会基本条例を制定している新潟県内の市議会の例を参考としな
がら、先進地でもある上越市議会への視察研修を行った。これらを踏まえ議会基本条例制定まで
の経緯や制定後の議会の現状等について調査を行ったうえ、当該条例制定に向け議論を重ねてき
たが、議会基本条例の大枠のみの議論にとどまり、議会の使命とは何かという本質的な議論、あ
るいは条例制定によって市民と議会との関係がどうあるべきか、また、反問権をどのようにする
かなど、具体的に詳細な内容まで踏み込んだ議論を行うには至らなかった。
　しかしながら、佐渡市議会基本条例の制定に向けて、基本理念としての前文及び条例で定める
べき項目については、本委員会として合意を得たものである。
　従って、議会基本条例の制定にあたっては、今後も当該条例に特化した特別委員会等を設置し、
十分に時間をかけて議論、検討を推し進めていくべきである。
　以上をもって議会改革等特別委員会の最終報告とする。

議会改革等特別委員会

最終報告

一
　
般
　
質
　
問

近
藤
　
和
義
　
議
員

本
庁
舎
改
修
事
業
７
億
円
は

　
　
　
　

血
税
無
駄
遣
い
の
愚
策



請願・陳情の提出期限についてお知らせします
　請願・陳情は、原則的には定例会において対応するものとしています。
当該定例会告示日（議会招集日の概ね8日前）までに受理したものについて、その取扱
いを議長の意見を付した上で、議会運営委員会に諮って決定します。
　ただし、緊急性があり、かつ、次期定例会に持ち越すことが適当でないものにあっては
この限りではありません。この場合の緊急性の可否については、議会運営委員会で決定し
ます。
※�詳細については、議会事務局へお問い合わせください。
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　平成29年第９回（12月）定例会において、常任委員会が議案
に対して付した要望、意見に対しての、市の処理状況を報告しま
す。

■第９回定例会
◆財産の無償譲渡について（佐渡太鼓体験交流館）
 意見・要望   　佐渡太鼓体験交流館の建設用地についても、建物と同時に無償譲

渡するよう強く求める。

  対応状況    　意見を踏まえ、平成30年第１回定例会において、佐渡太鼓体験交流
館の建設用地の無償譲渡に係る議案を提案する。

◆�佐渡金銀山ガイダンス施設（仮称）建設（建築）�
工事請負契約の締結について

 意見・要望   　本件の落札率が異常に高い。入札のあり方の抜本的改革を求める。

  対応状況    　本件は、自由競争のもと積算した結果である。入札方法については、
公平性を確保するべく、これからも調査研究を行う。

　平成29年第７回（９月）定例会で採択した請願に対しての市
の対応状況を報告します。

 請願第７号   地域の水道水質の改善に関する 
請願について 
主管課　建設部上下水道課

   　旧西三川簡易水道給水区域について、平成29年10月に大立漁港周辺
で湧水情報があり、水質検査を実施したところ、現在の原水の硬度と同

等の結果となる。
　しかし、再度の情報収集の結果、新たな水源情報を得たため、平成30年１月23日に水源調査業務委託の契約を
締結したところである。（委託期間：平成30年1月23日～平成30年3月28日）
　委託内容は、旧西三川簡易水道給水区域における水源の高硬度からの解消を目的として、新たな水源の水量及
び水質を調査の上、全体的な水の運用及び水質結果に基づく最適な浄水処理方法を検討し、かつ、導水管ルート
の調査及び水理解析並びに概算の工事費の算出まで含んだものとなっている。
　なお、旧真野簡易水道給水区域の水質改善については、地元の状況を踏まえて対応したい。

要望・意見	
に対する	
市の	

対応状況

請願の
処理状況

 処理経過
及び結果  

完成予定図
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【第1回（3月）定例会】	 ◎は全会一致で可決、○は賛成多数で可決、×は否決、△は継続審査
議案の番号 件　名 審議結果
議案第１号 専決処分の承認を求めることについて（平成29年度佐渡市一般会計補正予算（第11号）について） ◎
議案第２号 公益的法人等への佐渡市職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例の制定について ◎
議案第３号 佐渡市支所及び出張所設置条例の一部を改正する条例の制定について ◎
議案第４号 佐渡市公民館条例の一部を改正する条例の制定について ◎
議案第５号 佐渡市国民健康保険条例等の一部を改正する条例の制定について ◎
議案第６号 佐渡市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について ◎
議案第７号 佐渡市子ども未来応援基金条例の制定について ○
議案第８号 佐渡市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について ○
議案第９号 佐渡市介護給付費準備基金条例の一部を改正する条例の制定について ◎
議案第10号 佐渡市手数料条例の一部を改正する条例の制定について ◎
議案第11号 佐渡市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例の制定について ◎

議案第12号 佐渡市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条
例の制定について ◎

議案第13号 佐渡市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について ◎

議案第14号 佐渡市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果
的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について ◎

議案第15号 佐渡市デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について ◎
議案第16号 佐渡市特別養護老人ホーム歌代の里条例の一部を改正する条例の制定について ◎
議案第17号 佐渡市介護老人保健施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について ◎
議案第18号 佐渡市漁港管理条例の一部を改正する条例の制定について ◎
議案第19号 佐渡市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について ◎
議案第20号 佐渡市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について ◎
議案第21号 佐渡市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について ◎
議案第22号 佐渡市教職員住宅条例の一部を改正する条例の制定について ◎
議案第23号 佐渡市社会体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について ○
議案第24号 佐渡市南佐渡離島開発総合センター条例を廃止する条例の制定について ◎

議案第25号 公の施設に係る指定管理者の指定について（さわたコミュニティセンタービューさわた、佐和田大佐渡交流活性
化センター） ○

議案第26号 佐渡市の特定の事務を取り扱わせる郵便局の指定等の変更について ○
議案第27号 財産の無償譲渡について（佐渡太鼓体験交流館用地） ◎
議案第28号 市道路線の認定について ◎
議案第29号 市道路線の変更について ◎
議案第30号 佐渡市辺地総合整備計画（平成28～30年度）の変更について ◎
議案第31号 平成29年度佐渡市一般会計補正予算（第12号）について ◎
議案第32号 平成29年度佐渡市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）について ◎
議案第33号 平成29年度佐渡市後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）について ◎
議案第34号 平成29年度佐渡市下水道特別会計補正予算（第４号）について ◎
議案第35号 平成29年度佐渡市小水力発電特別会計補正予算（第１号）について ◎
議案第36号 平成29年度佐渡市歌代の里特別会計補正予算（第４号）について ◎
議案第37号 平成29年度佐渡市すこやか両津特別会計補正予算（第３号）について ◎
議案第38号 平成29年度佐渡市二宮財産区特別会計補正予算（第１号）について ◎
議案第39号 平成29年度佐渡市新畑野財産区特別会計補正予算（第１号）について ◎
議案第40号 平成29年度佐渡市真野財産区特別会計補正予算（第１号）について ◎
議案第41号 平成29年度佐渡市病院事業会計補正予算（第３号）について ◎
議案第42号 平成29年度佐渡市水道事業会計補正予算（第４号）について ◎
議案第43号 平成30年度佐渡市一般会計予算について ×
議案第44号 平成30年度佐渡市国民健康保険特別会計予算について ○
議案第45号 平成30年度佐渡市後期高齢者医療特別会計予算について ○
議案第46号 平成30年度佐渡市介護保険特別会計予算について ○
議案第47号 平成30年度佐渡市下水道特別会計予算について ◎
議案第48号 平成30年度佐渡市小水力発電特別会計予算について ◎
議案第49号 平成30年度佐渡市歌代の里特別会計予算について ◎
議案第50号 平成30年度佐渡市すこやか両津特別会計予算について ◎
議案第51号 平成30年度佐渡市五十里財産区特別会計予算について ◎
議案第52号 平成30年度佐渡市二宮財産区特別会計予算について ◎
議案第53号 平成30年度佐渡市新畑野財産区特別会計予算について ◎
議案第54号 平成30年度佐渡市真野財産区特別会計予算について ◎
議案第55号 平成30年度佐渡市病院事業会計予算について ○
議案第56号 平成30年度佐渡市水道事業会計予算について ◎
議案第57号 佐渡市特別職の職員の給与の減額に関する条例の制定について ◎
議案第58号 佐渡市奨学金貸与条例の一部を改正する条例の制定について ◎
議案第59号 平成29年度佐渡市一般会計補正予算（第13号）について 撤回

議 案 等 ( 審 議 結 果 ) 一 覧


